
利用者
（所沢市外の被保険者）

事業者
（所沢市に所在）

他市区町村 所沢市

所沢市の地域密着型サービス事業所の利用に関する手順

※他市区町村の住民が所沢市に所在する地域密着型サービス事業所を利用する場合

所沢市の事業所を希望 

当該事業所に受入可否を

確認及び所沢市に意向確

認の相談・「所沢市外の地

域密着型サービス等の利用

に係る申立書」を提出 要件に合致するか検討 

※「所沢市地域密着型サービ

ス事業者等の指定及び指定

に係る同意等についての基本

方針」第４条（１）を満たすこと 

事業所及び所沢市の意向

を確認 

利用について相談 

保険者に利用希望の申立

書を提出 利用の可否を検討 

事業所所在地市区町村に協

議 

（以下、可の場合） 

同意の可否を検討 

同意（不同意）決定 同意（不同意）決定受理 

事業所に指定申請を案内 
指定申請書を作成し、他

市区町村に提出 

書類審査 

指定決定 指定通知書受理 

（以下、決定の場合） 

サービス利用・提供開始 

（以下、可の場合） 

※提出書類は市町村により異なる

ため事前に要確認 


